
経営層／総務・人事責任者の皆様へ

2021年6月4日（金）
14:00～16:00

日 時

裏面申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください

2021年 6月 1日（火）
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

締 切

先着６０ 名（会場）定 員

あいおいニッセイ同和損保
新宿ビル 地下１階ホール
東京都渋谷区代々木3丁目25-3

会 場

2021年働き方改革法本格施行！

１．数字は語る
ハラスメントによる労災申請が年々増加。将来のリスクを考える

２．中小企業が押さえておきたい、
①ハラスメント防止に関する法律
②会社で今後対応すべきこととは

３．パワーハラスメントの予防と対策
（「けちなのみや」を見つけられる人たちを育てましょう）

４．事前対策だけで完璧？

セミナープログラム

■セクハラ、パワハラ、マタハラ、モラハラ、アルハラ・・・
近年増加しているハラスメント案件。
メディアやニュースでも取り上げられることが多くなり、身近に相談できる"場"も増えてきました。
もしハラスメントがきっかけで、メンタル不調になり、労災申請をした場合、労働災害と認定されれば、職場環境不
良が原因による疾患、そして会社の責任ということにもなります。
労災認定から民事訴訟へ発展して多額の損害賠償へ・・・
ハラスメント防止法の施行で、行政指導等を受けたら、社名公表・・・
経済的負担やイメージダウンは、業績や人材募集・定着にも影響がでてしまいます。

■「うちの会社は大丈夫」そう思っていたのに、、、
ハラスメント問題が起きてしまう背景に潜むものは何か
大企業とか中小企業とか企業規模に関係なく、
社員との距離が近い中小企業だからこそ、やっておかなければならない対策があります

■このセミナーでは、今おさえておくべき『ハラスメントの実際』と『法改正でやるべきこと』
について解説します。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
セミナー事務局 担当：細川・堀田 電話：03-3242-7336

講 演 講 師

社会保険労務士法人CWM総研

・＜紹介＞
東京・埼玉・群馬を中心に中
小企業に対して経営的な視点
に立って社外の人事総部的な
立場で支援を行う。
就業規則作成や助成金の申
請を通じて、労務トラブルが未
然に防げて、社員の定着率が
上がる職場環境づくりを目指
す支援を得意とする。 公益財団法人21世紀職業財団認定

ハラスメント防止コンサルタント
社会保険労務士 川本真由美

インターネットでの Teams 受講も可能です。

主催：あいおいニッセイ同和損害保険㈱



「6/4ハラスメントリスク対策セミナー」参加申込書

申込締切日
2021年6月1日（火）

FAX:03-3242-7342

※必要事項をご記入の上、FAX送信してください

Eメールアドレス

社会保険労務士法人CWM総研

ホームページから
お申し込みはこちらをクリック

https://www.imc-sr.jp/seminar_entry.php?seminar_id=29

